
 墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則を公布する。 

  令和８年３月３０日 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区規則第１６号 



   墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例（令和７年墨田

区条例第５３号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （用語の意義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

 （区長への報告） 

第３条 条例第８条第１項の規定による報告は、説明会の開催等報告書（第１号様式） 

に、次の各号に掲げる方法に応じ、当該各号に定める書類を添えて行わなければな

らない。 

 ⑴ 説明会の開催 次に掲げる書類 

  ア 説明会会議録 

  イ 説明会の開催を周知する際に用いた書類 

  ウ 説明会出席者名簿 

  エ 説明会で配布した資料 

 ⑵ 戸別訪問 次に掲げる書類 

  ア 説明を行った周辺住民等の名簿 

  イ 戸別訪問で配布した資料 

２ 条例第８条第２項の規定による報告は、説明事項の変更周知報告書（第２号様式） 

に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

 ⑴ 周知を行った周辺住民等の名簿 

 ⑵ 周知の際に配布した資料 

 （苦情及び問合せに対応するための体制等） 

第４条 条例第１０条第１項に規定する規則で定める体制は、住宅宿泊事業者が苦情

及び問合せを受けてから３０分以内に、現地に赴くことができる体制とする。 

２ 条例第１０条第２項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 ⑴ 苦情及び問合せの内容 



 ⑵ 苦情及び問合せを受けた日時 

 ⑶ 苦情及び問合せへの対応内容 

 ⑷ 苦情及び問合せを行った周辺住民等の住所、氏名及び連絡先（前３号に定める

ものに係る記録の保存について当該周辺住民等の同意を得た場合に限る。） 

 （住宅宿泊管理業務を行うものが常駐する場所） 

第５条 条例第１３条ただし書に規定する規則で定める場所は、住宅宿泊管理業務を

行う者が、当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による周辺地域の生活環境

の悪化を認識することができる場所であって、次のいずれかの建物内に設置される

場所をいう。 

 ⑴ 届出住宅 

 ⑵ 届出住宅と同一の建物 

 ⑶ 届出住宅と同一の敷地内に存する建物 

 ⑷ 届出住宅の敷地に隣接している敷地に存する建物 

 ⑸ 届出住宅の敷地に接する幅員４メートル以下の道路又は通路を挟んで近接する

敷地に存する建物 

   付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  



第１号様式 

                                年  月  日 

  墨田区長    あて 

                    住   所             

                    氏   名         

                    電   話    (   )      

 

 

 

説明会の開催等報告書 

 

  墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例第７条第１項の規定に基づき、説明

会の開催等を行ったので、同条例第８条第１項の規定により、下記のとおり報告しま

す。 

記 

 

１ 説明会開催日時（戸別訪問の場合は、訪問期間） 

２ 説明会開催場所 

３ 出席人数（戸別訪問の場合は、訪問説明をした人数） 

４ 内容（詳細に記入してください。） 

 ⑴ 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の所在地 

 ⑵ 住宅宿泊事業を営もうとする者 

 住所 

   氏名       

   電話   （   ）     

 ⑶ 住宅宿泊事業を開始しようとする日 

 ⑷ 住宅宿泊事業開始後の緊急連絡先 

 ⑸ 苦情への対応方法 

 ⑹ 住宅宿泊事業法第９条に規定する周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必

要な事項の説明の内容 

 ⑺ 墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例第１３条ただし書に規定する場合

にあってはその旨 

 

【添付書類】 

１ 説明会を開催した場合 

⑴ 説明会会議録 

⑵ 説明会の開催を周知する際に用いた書類 

⑶ 説明会出席者名簿 

⑷ 説明会で配布した資料 

２ 戸別訪問を行った場合 

⑴ 説明を行った周辺住民等の名簿 

⑵ 戸別訪問で配布した資料 

 
（Ａ４） 

法人にあっては、その商号又は名称、
事務所所在地及び代表者の氏名 



第２号様式 

                                年  月  日 

  墨田区長    あて 

                    住   所             

                    氏   名         

                    電   話    (   )      

 

 

 

説明事項の変更周知報告書 

 

  墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例第７条第２項の規定に基づき、説明

会の開催等により説明した事項に変更があり、その旨を周知したので、同条例第８条

第２項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 周知を行った日時 

２ 周知の方法 

３ 周知を行った人数 

４ 内容（詳細に記入してください。） 

 ⑴ 届出住宅の所在地 

 ⑵ 変更した事項 

 

【添付書類】 

⑴ 周知を行った周辺住民等の名簿 

⑵ 周知の際に配布した資料 

 

（Ａ４） 

法人にあっては、その商号又は名称、
事務所所在地及び代表者の氏名 


